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はじめに 

 

近年、高温化の傾向がみられ、日常生活環境における熱中症が問題となっています。更にここ

数年は、想定外の災害級の暑さも生じており、これまでの対応に加え、更なる対策も必要となって

います。そこで、教職員が熱中症に対して、迅速かつ適切な行動がとれるよう、熱中症の予防措置

及び発生時の対応をまとめた本ガイドラインを策定いたしました。 

なお、本市では、令和 6年 4月に改訂された「学校における熱中症対策ガイドライン」（千葉 

県教育委員会作成）に準じて対策を行っていきます。 
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１ 熱中症について 

熱中症とは、高温多湿な環境に私達の身体が適応できないことで生じるさまざまな症状の総称

です。熱中症は、適切な措置が遅れた場合、高体温から多臓器不全を併発し死亡率が高くなりま

す。熱中症の危険を正しく理解し、学校の管理下で起こる熱中症事故を予防する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

（１）熱中症の症状及び重症度分類 

引用「日本救急医学会熱中症分類改変・ 学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き 令和 3年 5

月環境省・文部科学省」 

 

・各重症度における症状は、よく見られる症状であって、その重症度で必ずそれが起こるというも

のではありません。 

・熱中症の病態（重症度）は対処のタイミングや内容、患者側の条件により刻々と変化します。特

に意識障害の程度、体温（特に、体表温）、発汗の程度等は、短時間で変化の程度が大きいので、

注意して観察する必要があります。 

 

・死に至る可能性がある病態です。 

・予防法を知って実践することで、防ぐことができます。 

・応急処置を知っていれば、重症化を回避し後遺症を軽減できます。 
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（2） 熱中症になりやすい条件 

  熱中症の発症には、環境（気温、湿度、輻射熱、気流等）及び、行動（活動強度、持続時間、休

憩等）とからだ（体調、年齢、暑熱順化の程度等）の条件が複雑に関係します。そのため、条件に

あてはまる環境や体調不良者は、特に注意して観察する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 暑さ指数（WBGＴ）について 

 ①暑さ指数（WBGT）とは 

熱中症に関連する気温、湿度、日射・輻射(ふくしゃ)、風の要素をもとに算出する指標として、暑

さ指数（WBGT）があり、特に、高温環境の指標として運動時の予防措置に用いられています。単

位は気温と同じ摂氏度（℃）で示されますが、その値は気温とは異なります。暑さ指数（WBGT）

が 28℃以上で、熱中症のリスクがあがると言われています。  

 なお、本ガイドラインでは、気温との混同を避けるため、暑さ指数についての単位の摂氏度（℃）

を省略して記載します。 

 

② 暑さ指数計による測定 

暑さ指数計は、正しく計測する必要があります。また、活動前だけでなく、活動中も適宜測定し、

確認し、できるだけ、記録に残します。常に計測する習慣を持つことが大切です。記録をすることは、

自分達を守ることにつながります。 

 

【測定する時間等】 

・活動前には必ず活動場所で計測し、数値を確認、できる限り記録する。活動中も同様とする。 

・校外学習の出発時、学習活動前、活動中も計測・確認、できる限り記録する。 

・部活動など長時間活動する場合には、気象の変化に注意しながら、活動中適宜、計測・確認する。 

 

【環境】 

・気温が高い 

・湿度が高い 

・風が弱い 

・日差しが強い 

・閉め切った室内 

・急に熱くなった日 

 

 

【からだ】 

・体調不良（睡眠不足等） 

・持病がある 

・脱水症状（下痢等） 

・肥満 

・過度の衣服を着ている人 

・普段から運動していない人 

 

 

・暑さに慣れていない人 

 

【行動】 

・激しい運動 

・慣れない運動 

・長時間の屋外作業 

・水分が補給しにくい

運動 

 

熱中症を引き起こす可能性有り  
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引用「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き 令和 3年 5月環境省・文部科学省」 

 

（４）熱中症アラートについて 

 熱中症警戒アラートとは、熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予想される際に、環境省・

気象庁で新たに暑さへの「気づき」を呼びかけ、国民の熱中症予防行動を効果的に促すための情

報提供のことを言います。気づきを促すものであるため、一度発表した熱中症警戒アラートは、そ

の後の予想を下回っても取り下げはしません。熱中症警戒アラート、特別警戒アラートは、気象庁

の防災情報提供システム、袖ケ浦市生活安全メール等で入手できます。 

また、その情報が的確に共有されるよう、情報の入手、伝達等を明確にし、体制づくりを整備す

ることが大切です。 

  

 発表基準 発表時刻 

熱中症警戒アラー

ト 

県内で、いずれかの暑さ指数情報提供地点における

翌日・当日の日
にち

最高暑さ指数が 33に達する場合。 

※個々の地点の暑さ指数は、環境によって大きく異な

るので、独自に測定をする。 

前日 午後５時 

当日 午前５時 

熱中症特別警戒ア

ラート 

県内において、全ての暑さ指数情報提供地点におけ

る翌日の日
にち

最高暑さ指数が 35に達する場合等。 

前日 午後２時 

※普段以上に熱中症予防行動を実践する必要があります。 

※熱中症警戒アラート等を活用し、翌日に予定されている行事の開催可否、内容の変更や飲料水

の多めの準備等、発表になった場合の具体的な対応を検討しておくことが大切です。 
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２ 熱中症の予防措置 

（１）基本的予防措置 

   まず大切なのは、熱い環境下に長時間いることを避けることです。また、活動中の児童・生徒

の状態を活動上の留意点を参考に常に観察して、異常がないか確認します。また、全体を把握

するとともに、個別の健康観察をすることも大切です。 

   なお、基本的予防措置について、児童生徒自身も理解しておく必要があることから、保健指導

を行うことも大切です。（学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き令和 6 年 4 月環

境省・文部科学省チェックリスト参照） 

 

【活動上の留意点】  

① 環境条件の把握 （情報の収集） 

・ 環境条件の評価・判断には、暑さ指数（WBGT）を使用する。涼しい時間帯に運動するな

ど工夫する。    

② 状況に応じた運動、水分補給を行う 

   ・休憩は頻繁に、こまめに水分補給。 

③ 暑さに徐々に慣らしていく 

   ・急に暑くなった時は運動を軽くし、１週間程度で徐々に慣らしていくことが必要。 

④ 個人の条件や体調を考慮する   

   ・肥満傾向、体力の低い人、暑さに慣れていない人は運動を軽減する等柔軟な対応をとる。 

   ・練習内容については、個人的要因（慢性疾患、睡眠不足、病み上がりなど）を考慮してトレー

ニングの軽減等を工夫する必要がある。 

➄ 服装に気をつける 

   ・軽装とし、吸湿性や通気性のよい素材にする。直射日光は、帽子で防ぐようにする。 

⑥ 体調が悪くなった場合には早めに措置をとる 

   ・具合が悪くなった場合には、早めに、ためらうことなく申し出るように指導しておく。運動を中 

止して、必要な処置をとるようにする。 

⑦ 無理な運動はしない 

   ・環境条件、体調に応じた運動量（強度と時間）にする。強制的な運動は厳禁。 

⑧ 規則正しい生活習慣を身につけさせる 

 ・朝食を摂取すること、睡眠をとりからだを休めることは、熱中症予防につながる。 

 

※熱中症指数計による暑さ指数を基本に、児童 生徒の命を最優先に考える。      
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（２） 実践的予防措置 

「暑さ指数に応じた注意事項等」を参考に各校において、体育や行事等の対策をしておくことが

必要です。 

「暑さ指数に応じた注意事項等」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★１ 室内において、エアコン等の設置により、暑さ指数 33℃未満の状況を維持できる場合を除く。 校長等

の管理者は、全ての人が熱中症対策を徹底できているか確認し、徹底できていない場合は、運動、外出、イ

ベント等の中止、延期、変更等を判断する。 

★２ 身近な場所での暑さ指数（WBGT）を確認し、涼しい場所以外では、運動等を中止する。 

＊熱中症特別警戒情報等の運用に関する指針（環境省大臣官房環境保健部）参照 

★３ 特別の場合とは 

  医師、看護師、一次救命処置保持者のいずれかを常駐させ、救護所の設置、及び救急搬送体制の対策を講

じた場合、涼しい屋内で運動する場合等のこと。 

１ 一次救命処置保持者 

心肺蘇生法及び AED の一次救命処置に係る救急救命の講習を受けており一次救命処置ができる、

かつ熱中症の応急処置について理解しており、処置行動がとれる者。 

２ 救護所の設置 

風通しのよい日陰や、できればエアコンの効いた室内等で、当事者が避難及び休憩できる場所を設置し

てあること。 

３ 救急搬送体制 

    当事者の応急処置、救急車の要請等、有事の際の救急連絡体制が整っていること。 

＊熱中症警戒アラート（試行）の運用指針、日本スポーツ協会熱中症予防運動指針を参照 

引用「学校における熱中症ガイドライン千葉県教育委員会令和 6年 4月」 
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① 授業日の対応   

外での活動や休み時間等では、暑さ指数を確認し、活動の中止や長めの休憩をとる等児童生

徒の体調を優先した対応を取ります。 

 

○体育・運動時の対策 

 ・授業や活動前にグラウンド・体育館などの活動場所で暑さ指数（WBGT）を測定し、対応を判

断する。 

・熱中症警戒アラート・特別警戒アラート発表時には測定頻度を増やし、暑さ指数（WBGT）の 

変化に十分留意する。 

・激しい運動では、休憩は 30分に 1回以上とることが望ましいとされている。途中、水分補給、 

日陰に入って休憩するなどの対策をとる。 

・体操服を体操ズボンから出しておくなどの措置も検討する。（衣服内の風の流れをよくする。） 

 

○プールでの活動 

【水泳学習での対策】 

（1）水中での活動留意点 

・水温が中性水温（33℃～34℃）より高い場合は、水中でじっとしていても体温が上がるため、

体温を下げる工夫をする。 

（中性水温:水中で安静状態の人の体温が上がりも下がりもしない水温） 

・中性水温以上では、体温を下げるため、プール外等の風通しの良い日陰で休憩する、シャワー

をあびる等工夫する。 

※水温が高い場合は、オーバーフローを行う等、水温を適正に保つようにする。 

・口腔内が水で濡れるため、のどの渇きを感じにくくなるが、たくさんの汗をかいているので、活

動中だけでなく、活動前、活動後も水分補給する。 

・気温の高くない午前中に調整することも検討する。 

・水温が中性水温以下では、水が体を冷却してくれるので、水中運動は陸上運動より体温は上

がりにくい。ただし、日射が強い場合は、水から出ている頭部への輻射熱の影響による熱中症

に注意する。（頭部も水中にて冷却する。） 

 

（２）プールサイドでの活動（見学・監視を含む）について  

・気温や暑さ指数（WBGT）を考慮し、活動時間と活動内容を工夫する。 

・帽子着用や日傘の使用、テント設置等により直射日光に当たらないようにし、体操服に着替え

る、時折、散水する等、体温を下げるようにする。  

・施設床面が高温になる場合は散水する等し、体温上昇と火傷を防ぐ。 

 

（３）施設等による対策 

・日陰空間の用意・身体を冷やすグッズの用意（氷・うちわ等）・更衣室の対策（空調のある部

屋で着替えるなど高温多湿を避ける。） 

・散水しプールサイドを冷却する 

 

引用「学校屋外プールにおける熱中症対策（平成 31年３月）  独立行政法人日本スポーツ振興センター」 
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○部活動での対策 

・グラウンド・体育館など活動場所で暑さ指数（WBGT）を測定し、対応を判断する。 

・運動強度が高いこと、防具を着用する競技では薄着になれないこと等から、活動のあらゆる場

面で無理をしない、させないという意識を参加者・指導者の双方が持っておく。 

・各競技の中央団体の熱中症対策ガイドラインを参考に、各校・各競技の実情に応じた部活動

時の熱中症対策を進める。 

・休日等の部活動では、活動前後で健康観察、活動後は、クールダウンを行う。 

 

② 体育・運動活動時以外の対策 

○教室内の授業について 

・学校環境衛生基準においては、教室等の温度は 28℃以下であることが望ましいとされてい

る。空調設備が設置された教室では、空調設備を利用して教室内の温度を適切に管理する。 

・空調設備が設置されていない教室では、 換気や扇風機等の使用を行った上で、適宜水分補

給を行うよう指導する。 

  ・火や熱が発生する授業時は、室温管理や水分補給に留意する。 

 

○登下校時 

・基本的な熱中症の予防措置を踏まえ、児童生徒に涼しい服装や帽子の着用、適切な水分補 

給について指導しておく。（中学校では、体操服等での登下校） 

・保護者に対しては、熱中症対策の案内を送付するなど注意喚起を行う。 

・下校時に気温などが高い場合は、下校前に水分補給を行う。 

 

○学校行事 

・運動会、校外学習等を実施する際は、計画段階で行うこと 、前日までに行うこと、当日に行う

ことと分けて具体的な対策をとる。 

・前日及び当日早朝に発表される熱中症警戒アラート・特別警戒アラートを参考にし、熱中症の

危険性が高い場合は、急遽、行事等を中止、延期又は内容等の縮小を行う。また、その可能性

があることを事前に保護者等に伝えておく。 

 

○週休日、休日、学校休業日の対応 

・週休日等の部活動及び各種行事（PTA 活動等）における熱中症対策も基本的には、授業日

と同様に暑さ指数（WBGT）に応じた対策となる。 

・真夏には暑い日中は避け朝夕の時間帯に練習時間を移す、あるいは日中は強度の高い運動

を避けるなど、計画段階から暑さを考慮することが必要である。 

・週休日は教職員が不在、又は限定されることから、熱中症警戒アラート等の情報収集、伝達及

び対応判断の手順を職員会議等で共通理解を図り、統一した対応ができる体制を整えておく。 
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３ 熱中症発生時の対応 

（１）熱中症発生時の応急処置 

   熱中症発生時は、応急処置フロー図を参考に、対応にあたります。速やかに体を冷却できるよ

う整えるとともに、ためらうことなく一次救命処置や誰でも即座に救急要請を行うことのできる

体制を整備します。また、緊急時の役割分担及び連絡体制についても、確認をしておきます。 

                          引用「学校における熱中症ガイドライン千葉県教育委員会令和 6年 4月」 

 

 

 

 

【応急セット例】 

・体温計・エチケット袋・うちわ・霧吹き・タオル（アイスタオル法使用時のため、複数枚） 

・ビニール袋（氷を入れる）・経口補水液または、スポーツドリンク、アイススラリー等 

・記録用紙・筆記用具・AED 
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４ 事故後の対応 

「学校事故対応に関する指針【改訂版】」（文部科学省、令和 5年 3月）を参考に行います。 

（P14～）保護者への第 1報、引き渡しを確実に行うとともに、現場に居合わせた児童生徒への

対応、心のケアを十分に行います。 

 また、救急搬送をした場合は、教育委員会へ報告書を提出します。 

 

５ 夏季における休業日等の取り扱いについて  

夏季における休業日等については、関連規定（※1）を踏まえて、対応します。学校教育法施行

規則（昭和 22年文部省令第 11号）第 63条に規定する「非常変災その他急迫の事情がある

とき」には、熱中症事故防止のために必要がある場合も含まれることに留意します。 

 

※1【関連規定】 

○学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）  

第六十一条 公立小学校における休業日は、次のとおりとする。ただし、第三号に掲げる日を除き、

当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会（公立大学法人の設置する小学校にあつては、

当該公立大学法人の理事長。第三号において同じ。）が必要と認める場合は、この限りでない。 

一 国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）に規定する日 

二 日曜日及び土曜日 

三 学校教育法施行令第二十九条の規定により教育委員会が定める日 

第六十二条 私立小学校における学期及び休業日は、当該学校の学則で定める。 

第六十三条 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことがで

きる。この場合において、公立小学校についてはこの旨を当該学校を設置する地方公共団体の教

育委員会（公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事長）に報告し

なければならない。  

※幼稚園、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及 び高等専門学校

に準用。 

 

 

 



- 10 - 

 

【参考例 1】 熱中症発症時の状況記録用紙（例）※救急搬送時の情報共有に備えて 
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【参考例 2】各校での対応例 

１ 熱中症に関する情報収集方法 

 

 

 

アラート発表時は、黒板に掲示、場合によっては、職員連絡ライン等で連絡する。 

２ 日常の暑さ指数（WBGT）の計測 

 

 
 

熱中症指数計計測結果は、保健室前に掲示する。体育活動等で計測した際は、記録に残す。 
 

3 運動に関する指針別対応    

気温 暑さ指数 

WBGT 

警戒レベル 説  明 本校での対応 

     

 

３５℃ 

以上 

 

３１以上 

 

危 険 

運動は原

則中止 

皮膚温度より気温の方が高くなり、体か

ら熱を逃がすことができない。 

特別の場合以外は、運動を中止する。 

 

運動は原則中止 

 

３５℃ 

～ 

３１℃ 

 

３１未満 

～ 

２８以上 

 

厳重警戒 

激しい運動

は中止 

熱中症の危険性が高いので、激しい運動

や持久走など体温が上昇しやすい運動

は避ける。運動する場合は積極的に休息

を取り、水分・塩分補給を行う。体力の低

い人、暑さに慣れてない人は運動中止。 

原則激しい運動は中

止 

※管理職に要相談 

※休み時間、屋外活動

は、極力控える。 

３１℃ 

～ 

２８℃ 

２８未満 

～ 

２５以上 

警 戒 

積極的に 

休息 

熱中症の危険が増すため、積極的に休憩

をと り、水分・塩分を補給する。激しい運

動では、３０分おきくらいに休憩をとる。 

体育時や屋外活動で

は、帽子を被り、積極

的に休息、水分をとる。 

２８℃ 

～ 

２４℃ 

２５未満 

～ 

２１以上 

注 意 

積極的に 

水分補給 

熱中症による死亡事故が発生する可能

性があるので、熱中症の兆候に注意しな

がら、運動の合間に積極的に水分・塩分

を補給する。 

体育時や屋外活動で

は、帽子を被り、積極

的に水分をとる。 

２４℃ 

未満 

２１未満 ほぼ安全 

適宜水分 

補給 

通常の熱中症の危険は少ないが、水分・

塩分の補給が必要。 

通常の活動可 

★1 身近な場所での暑さ指数（WBGT）を確認し、涼しい場所以外では、運動等を中止する。 

参考「学校における熱中症ガイドライン千葉県教育委員会令和 6年 4月」 

熱中症警戒・特別警戒アラートは、管理職・養護教諭（校外学習、部活動等の際は責任者）が 

入手するが、各自携帯にアプリを入れる等意識をしておく。 

 

熱中症指数計管理    運動場：養護教諭（不在時 保健主事） 

体育館：体育主任（不在時 体育副主任） 

 

35以上熱中症特別警戒アラート・33以上警戒アラート発表 運動中止★１ 
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【参考例 3】暑さ指数測定記録簿・休み時間における熱中症対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暑さ指数測定記録簿  
            

月日 運動場 体育館 
対 応 方 法 

  時刻 WBGT 時刻 WBGT 
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【参考例 4】 休日等健康観察表 
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【参考例 5 スポーツ活動時の身体冷却・暑熱順化について】 

暑い環境下でも体温の過度な上昇を抑えることで熱中症の予防、持久性運動能力や認知機能

低下の抑制、多量の発汗による脱水予防などができます。暑熱下のスポーツ活動時では積極的

に身体冷却を実施することが重要です。 

 

 

【冷却方法】 

実用性や簡便性を考慮し活用する。 

※身体内部（アイススラリー等の摂

取）と外部からの冷却（頚部冷却、

手掌冷却）を組み合わせるなど。 

※冷却温度は、冷やしすぎないよう

に留意する。 

※アイススラリー＝氷と飲料水が混

合したシャーベット状の飲料水 

引用「スポーツ活動中の熱中症予防ガイド

ブック 公益財団法人日本スポーツ協会」 

 

【冷却タイミング】        

運動前（プレクー

リング） 

運動前に体温を低下させておき、運動中の体温の許容量（貯熱量）を大きくし、

運動時間を延ばそうとするもの。 

運動中、休憩時 体温や筋温の過度な上昇を防ぎ、疲労感や暑さ等の主観的な感覚を和らげる。 

運動後 上昇した体温等による疲労の軽減、筋損傷や炎症反応を抑えることができる。い

つまでも体温上昇が続くと余分なエネルギーを消耗してしまうため、運動後に身

体を冷却することで、リカバリー効率の向上につながる。 

引用「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック 公益財団法人日本スポーツ協会」 

冷却方法×タイミング×冷却時間→この３つの組み合わせで効果が変わる！ 
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